
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成15年 1月10日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

訓
　
令

◯
秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
・
総
務
課
）

公
安
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
・
警
務
課
）

秋
田
県
訓
令
第
一
号

庁
　
中
　
一
　
般
　

各

地

方

機

関

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「

別
表
第
一
中

「

１

訓
　
　
　
　
　
　
令

秋
田
県
立
大
学

印（
学
位
記
用
）

篆て
ん

書

県

六
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

秋
　
田
　
県

立
　
大
　
学

之
　
　
　
印

を
」

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
二
卒
業
証
書
用
印
の
項
中

「

篆て
ん

書

二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

秋
　
田
　
県

立
　
大
　
学

長
　
之
　
印

二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

秋
　
田
　
県

立
　
大
　
学

之
　
　
　
印

メ
ー
ト
ル
平
方

メ
ー
ト
ル
平
方

県
立
大
学
事
務
局
長

立
大
学
事
務
局
長

秋
田
県
立
大
学

印（
学
位
記
用
）

篆て
ん

書

六
〇
ミ
リ

秋
　
田
　
県

立
　
大
　
学

之
　
　
　
印

秋
田
県
立
大
学

学
部
印
（
学
位

記
用
）

篆て
ん

書

三
六
ミ
リ

秋
田
県
立
大
学

◯
◯
◯
◯
◯

学

部

之

印

秋
田
県
立
大
学

印（
学
位
記
用
）

篆て
ん

書

六
〇
ミ
リ

秋
田
県

立
大
学



平成15年 1月10日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

を
」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
1
5
年
１
月
1
0
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
大
　
渕
　
宏
　
道
　

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
4
5
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
）
の
一
部
を

二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

秋
　
田
　
県

立
　
大
　
学

長
　
之
　
印

篆て
ん

書

二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

秋
田
県
立
大
学

◯
◯
◯
◯
◯

学
部
長
之
印

県
立
大
学
事
務
局
長

県
立
大
学
事
務
局
長

篆て
ん

書

公
安
委
員
会
規
則

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
２
本
荘
警
察
署
石
沢
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
本
荘
市
館
字
芳
川
9
6
番
地
の
２
」
を
「
本

荘
市
館
字
石
沢
館
2
9
番
地
」
に
改
め
、
同
表
大
曲
警
察
署
四
ツ
屋
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
大
曲
市

四
ツ
屋
字
上
古
道
7
0
番
地
の
1
0
」
を
「
大
曲
市
四
ツ
屋
字
上
前
村
3
9
番
地
１
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
1
5
年
1
月
2
2
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
２
本
荘
警
察
署
石
沢
警

察
官
駐
在
所
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


